
裁 決 書

大裁（所）令 5第43号

令和 6年 4 月 16日

国税不服審判所長 清野正
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審査請求人

住所

氏名-

原処分庁

原処分． 令和 5年 2月28日付でされた令和 2年分の所得税及び復興特別所得

税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分

上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主文

審査請求をいずれも棄却する。

理由

1 事実
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審査請求人 ■■■■■•

(1)事案の概要

本件は、審査請求人（以下「請求人」という。）が、令和 2年分の所得税等の確

定申告において、土地及び建物の譲渡による所得を非課税所得としていたところ、

原処分庁が、当該譲渡による所得は非課税所得に該当しないとして更正処分等をし

たのに対し、請求人が、当該譲渡時において資力を喪失して債務を弁済することが

著しく困難な状況にあったから、当該譲渡による所得は所得税法第 9条《非課税所

得》第 1項第10号に規定する非課税所得に該当するとして、原処分の全部の取消し

を求めた事案である。

(2)関係法令等

関係法令等は、別紙 1のとおりである。

なお、別紙 1で定義した略語については、以下、本文でも使用する。

(3)基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

イ 請求人所有のマンションの新築に係る銀行取引について

（イ）請求人は、昭和63年12月 21 日、請求人の母であ るl■■■■• （以下 1'■■■＇」
という。）から、一 の土地（以下「本件土地」と

う。）を購入した。請求人及び-は、平成 3年 2月18日、本件土地の上

に、賃貸用のマンション（以下「本件マンション」といい、本件土地と併せて

「本件不動産」という。）を新築し、同年3月19日、請求人の持分を10分の 7、

ー の持分を10分の 3とする所有権保存登記が経由された。

なお、請求人は、 一 、相続を原因として、本件マンションに

係る-の持分の全部を取得した。

請求人は、本件土地の購入資金及び本件マンションの建築資金として、 -

（現、 ■■＇~ 以下「---」という

から下表のとおり借入れを行った。

請求人は、下表の各借入れについて一 （現、

ー。 以下「■■■~Jという。）との間で、保証委託契約を

締結し、 ■■■■■...は‘ ---との間で、請求人の当該各伍入債
務を連帯保証する旨の契約を締結した。本件不動産については、当該各借入年

月日及び平成 3年2月22日、 一 の請求人に対する上記保証委託
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契約に基づく求償債権の担保として、

審査請求人＇~

を抵当権者又は根抵当

権者とする抵当権又は根抵当権が設定され、その旨の登記が経由された。

順号 借入年月日 借入金額 借入利率 遅延損害金

1 昭和63年12月21日 396,000,000円 年5.5% 年14.0% 

2 平成元年6月30日 237,000,000円 年5.5% 年14.0% 

3 平成2年7月31日 230,000,000円 年7.3% 年14.0% 

4 平成3年3月29日 400,000,000円 年7.2% 年14.0% 

(P)請求人が発行済株式の全てを保有し、代表取締役を務める

■ （以下「一 」という。）は、平成 3年 2月22日、 から

150,000,000円の借入れを行った。

なお、 一 は、本件マンションの管理業務を主たる事業としている。

また、請求人は、平成 3 年 2 月 22 日、一との間で、 ＇~が、

同行との取引によって現在及び将来負担する一切の債務を連帯保証する旨の契

約を締結した。本件土地については平成 3年 2月22日、本件マンションについ

ては同年 3月29日、 の一に対する上記貸金債権の担保とし

て、 を根抵当権者とする各根抵当権が設定され、その旨の登記が

経由された。

ロ 本件不動産の売買取引について

（イ）請求人は、上記イの（イ）の各借入金の弁済が困難となっていたところ、平成30

年12月頃から、債権者である一から債権回収の委託を受けた-

（以下「

一
任意売却による一括弁済を求められていた。

(n)請求人は、令和元年5月21日、

律事務所」という。）との間で、請求人の

保証債務について、同行及び

行うことを内容とする委任契約を締結した。

という。）より本件不動産の

＿ （以下「本件法

に対する借入債務及ぴ

と弁済に向けた示談及び交渉を

なお、当該示談及び交渉に係る対応は、本件法律事務所に所属する-

一 （以下「一 」という。）が行っていた。

(ハ)-iま、令和元年 6 月 21 日付で、·l~ 上記イ

の（イ）の各借入れに係る残債務の全額の弁済を求めるとともに、直ちに当該弁済
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がされない場合、 が

審査請求人 -

から代位弁済を受け、同社

により直ちに競売等の法的手続が行われる旨通知をした。

(二)- ば令和元年8月20日、 に対して上記イの（イ）

を代位弁済した。
’’  

の各借入れに係る残債務の全額

（ホ）請求人は、令和 2年 2月4日、 （以下「本件買主」と

いう。）との間で、本件不動産を-----（以下「本件売買代金」とい

う。）で売り渡す旨の売買契約を締結し（以下、この契約を「本件売買契約」

といい、本件売買契約による本件不動産の譲渡を「本件譲渡」という。）、同

日付で、要旨、別紙 2のとおり記載された売買契約書を取り交わした（以下、

この売買契約書を「本件売買契約書」という。）。また、本件売買代金には、

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の合計金額が含まれてい

た（以下、消費税等の額を含んだ金額の表示を「税込み」と表記する。）。

（へ）請求人は、令和2年 2月4日、本件買主から本件売買契約書第 2条に基づき、

を請求人が指定する本件法律事務所名義の

ー の普通預金口座（以下「本件口座」という。）に振り込む方法により支

払を受けた。

なお、請求人は、同日、預け金として本件口座に、 18,390,473円を入金して

いた。

（卜）請求人は、令和 2年 3月16日、本件買主から、本件売買契約書第 3条、第 7

条、第12条、第13条及び第17条に基づき、本件売買代金から手付金の額

を除いた一 に、本件不動産に係る固定資産税及び

都市計画税（以下「固定資産税等」という。）の精算金相当額 ー（税

込み、以下「本件固定資産税等精算金」という。）を加え、本件不動産から生

じる収益及び費用等の精算金相当額3,599,255円（税込み）並びに預かり敷金等

の額9,056,940円を差し引いた- （以下、当該金額に手付金の額

を加えた金額 ーを「本件受領金」 9 という。）を、

本件口座に振り込む方法により支払を受け、本件買主に対し、本件不動産を引

き渡した。

（チ）請求人の上記（二）の による代位弁済に係る求償債務は、令和

2年 3月16日において、元金 及び遅延損害金99,285,555円で
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審査請求人 一

あったところ、請求人は、同日、元金のみを弁済した。

また‘--の上記イの（りの___に対する借入債務は、令和 2年

3月16日において元金

ろ、請求人は、同日、

及び遅延損害金21,744,346円であったとこ

を___名義の預金口座に入金した。

ーの上記借入債務については、同日、当該口座から、当該口座の残高の

全額|~··l~に対する上記元金のみの弁済が
された。

及び一 は、令和 2年3月16日付で、請求人及び

ーに対しそれぞれ受取証書を発行し、請求人及ひJ-■11117)上記各遅延

損害金債務をそれぞれ免除した（以下‘ -----及び____に

よる債務免除を併せて「本件債務免除」という。）。

（り本件不動産について、それぞれ、令和 2年 3月16日付で、売買を原因として、

請求人から本件買主に対する所有権移転登記が経由された。

また、当該登記手続に当たって、請求人は、同日、本件売買代金により、 ・

に対して、当該手続に係る報酬として150,000円（税込み。以下、

当該金額を「本件司法書士報酬」という。）を支払った。

（ヌ）請求人は、令和 2年 3月16日、本件売買代金により、

■に対して、本件譲渡に係る仲介手数料として27,940,000円（税込み。以下、
当該金額を「本件仲介手数料」という。）を支払った。

(11t)請求人は、令和 2年 3月16日、本件売買代金により、本件法律事務所に対し

て、上記 (n)の委任契約に係る報酬として2,000,000円（税込み。以下、当該金

額を「本件弁護士報酬」という。）を支払った。

（ヲ）請求人は、令和 2年 3月16日、本件受領金から上記（チ）の弁済額及び上記（リ）

から（ル）までの支払額を差し引いた金額ー に、上記（へ）記載の預け金

の金額18,390,473円を加えた合計金額ー を本件法律事務所から受領

した。

(4)審査請求に至る経緯

イ 請求人は、令和 2年 7月14日、適用開始課税期間を同年 1月 1日から同年12月

31日（以下「令和 2年課税期間」という。）とする消費税簡易課税制度選択届出

書を■|~に提出した
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審査請求人 ■■■-

そして、請求人は、令和 2年課税期間の消費税等について課税標準額を

、納付すべき消費税等の額を

申告期限までに__に提出した。

とする確定申告書を法定

ロ 請求人は、令和 2年分の所得税及び復興特別所得税（以下「所得税等」とい

う。）について、本件譲渡に係る所得（以下「本件譲渡所得」という。）は本件

非課税規定の非課税所得に該当するとして別表 1の「確定申告」欄のとおり記載

した確定申告書を法定申告期限までに■■■l■■lに提出した。
ハ請求人は、令和 3年10月19日、

請求人の納税地の所轄税務署長は‘- -から

から■■＇
に住所を異動した。これにより、

になった。

は、本件譲渡所得について、本件譲渡時における請求人の資産の

合計額が負債の合計額を上回っており、本件非課税規定を適用することはできな

いなどとして、令和 5年2月28日付で：別表 1の「更正処分等」欄のとおり、令

和 2年分の所得税等に係る更正処分（以下「本件更正処分」という。）及び過少

申告加算税の賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と

併せて「本件更正処分等」という。）をした。

ホ 請求人は、令和 5年4月 1日、上記ハの住所地から肩書地に住所を異動した。

これにより、請求人の納税地の所轄税務署長は、

なった。

から原処分庁に

ヘ 請求人は、令和 5年 5月23日、本件更正処分等に不服があるとして審査請求を

した。

2 争点

本件譲渡所得は、本件非課税規定の非課税所得に該当するか否か（具体的には、①

「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合に該当するか否か。②

「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」場合に該当するか否か。）。

3 争点についての主張

原処分庁 請 求 人

本件譲渡所得は、以下の理由から、本 本件譲渡所得は、以下の理由から、本

件非課税規定の非課税所得に該当しな 件非課税規定の非課税所得に該当する。
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原処分庁

vヽ0

審査請求人一

請求人

(1) 「資力を喪失して債務を弁済すること I(1)「資力を喪失して債務を弁済すること

が著しく困難」である場合に該当しな

いこと

次の理由から、本件譲渡時における

請求人の資産及び負債を算定すると、

別表 2のとおりとなり、資産の金額が

負債の金額を上回るから、 「資力を喪

失して債務を弁済することが著しく困

難」である場合に該当しない。

イ 本件マンション（別表 2順号 2)

本件譲渡時における本件マンショ

ンの価額には、本件マンションに係

る消費税等___（以下「本

件消費税等相当額」という。）が含

まれる。

資力喪失の要件の判断は、厳格に

行われるべきであり、弁済可能な金

額を客観的かつ具体的な金額をもっ

て算定し、その上で、更にどれだけ

の資金を調達することができるかに

ついて認定することが本件非課税規

定の趣旨にかなうものである。そう

すると、譲渡物件については、弁済

可能な金額が客観的かつ具体的な金
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が著しく困難」である場合に該当する

こと

次の理由から、本件譲渡時における

請求人の資産及び負債を算定すると、

別表 3のとおりとなり、負債の金額が

資産の金額を著しく超過し、請求人

が、債務の全部を弁済するための資金

を調達することはできないのであるか

ら、 「資力を喪失して債務を弁済する

ことが著しく困難」である場合に該当

する。

イ 本件マンション（別表 3順号2)

本件譲渡時における本件マンショ

ンの価額には、本件消費税等相当額

は含まれない。

資力喪失の要件は、請求人が債務

の全部を弁済するための資金（弁済

可能な金額）を調達することができ

たかという見地から検討するべきで

ある。

そして、通則法第15条《納税義務

の成立及びその納付すべき税額の確

定》第 2項第 7号は、消費税の納税

義務は課税資産の譲渡等の時に成立

する旨規定しており、受領した消費

税等相当額は、課税事業者が当該成



原処分庁

額として把握できるのは、譲渡時に

おける譲渡の対価、すなわち、譲渡

金額であるから、譲渡物件の資産の

価額は、譲渡価額に相当する金額で

評価すべきである。

そして、以下の(2)のイのとおり、

本件消費税等相当額は、譲渡に係る

対価に含まれるから、本件マンショ

ンの価額には、本件消費税等相当額

が含まれる。

審査請求人 ＇~

請求人

立した納税義務に基づき後に納税す

ることを予定して内部的に留保して

おくべき預り金的性質を有するもの

であって、弁済に充てることが可能

な金銭ではなく、担税力の見地から

しても資産に計上するべきではな

vヽ0

ロ ーの に対する | 口 --の---に対する

借入金及び遅延損害金

上記 1の(3)の口の（チ)の--

の____に対する借入金及び

遅延損害金は、請求人の負債に計上

されない。

連帯保証債務は、これを履行する

までは飽くまで偶発債務にすぎず、

保証人が将来確実にその債務を履行

するかどうか不確実である上、保証

債務が履行された場合でも主債務者

に対する求償権の行使によって補填

されて解消する関係にあることから

すれば、請求人が連帯保証債務を

負っているというだけでは、同債務

を本件譲渡時における請求人の負債

に計上することはできない。

そして、主債務者である__  
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借入金及ぴ遅延損害金（別表 3順号

21及び22)

本件譲渡時における‘--の

に対する借入金及び遅

延損害金は、請求人の負債として計

上すべきである。

上記借入金及び遅延損害金につい

て、請求人は連帯保証人として、

ー と同じく債務を弁済すべき

法的責任を負っている。

この点、原処分庁は、まず、連帯

保証債務が偶発債務であり、履行が

不確実であった旨主張するが、本件

譲渡に当たっては‘ ....を債務

者とする本件不動産に係る根抵当権

の抹消同意が得られることが条件と

されているところ、請求人が一



原処分庁

は、平成30年 1月 1日から同年12月

31日までの事業年度（以下「平成30

年12月期」といい、他の事業年度に

ついても同様に表記する。）及び令

和元年12月期において債務超過であ

るが、~債務の大部分は請

求人からの借入金であって、かつ、

いずれの事業年度においても約

40,000,000円の売上げの計上があ

り、本件譲渡の時において破産や会

社更生等の事実はなく、むしろ本件

譲渡の直前まで本件マンションの管

理業務が継続されている。

さらに、一は、一

•• 'に解散しているものの、一

111の未払金は令和元年12月期から

令和 2年12月期までにかけて期末残

高は減少しており、令和 3年 6月10

日現在における未払金は29,100円で

あることも踏まえると、本件譲渡時

において‘--は請求人に対す

る求償債務の弁済が不能というほど

の債務超過であったとは認められ

ず、請求人の--に対する求償

権の財産的価値がないとはいえな

Vヽ。
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審査請求人-

請求人

・当該債務を弁済せずに、本件譲

渡の話を進めることは不可能であっ

たのであり、請求人が当該連帯保証

債務を履行することは確実であった

といえることからすれば、原処分庁

の主張には理由がない。

次に、原処分庁は、請求人が、保

証債務の履行により同額の求償権を

取得する旨主張するが、請求人が債

務超過等の状況に該当するかは、資

産を譲渡した時の現況により判断す

るべきとされているところ（基本通

達 9-12の2の定め）、本件譲渡の

直前においては、請求人は保証債務

を履行しておらず、本件譲渡後の事

情である求償権の取得は考慮するこ

とはできない。

また、 ■-は債務超過の状態
であり、求償権の取得を考慮すると

しても当該求償権に回収可能性はな

く、財産的価値のないものである。

さらに、・■■■■は、本件譲渡に
より、本件マンションの管理業務を

行うことはなくなっており、本件譲

渡後に売上げが発生する見込みはな

く、原処分庁の主張する、 ■■■■■
が本件譲渡直前まで当該管理業務を

継続していることは、求償権の財産



原処分庁

審査請求人 -

請求人

的価値評価が肯定される事情になら

なし‘。

ハ請求人の

る遅延損害金

に対す Iハ請求人の に対す

請求人は、上記 1の(3)の口の（チ）

の請求人の一 に対す

る遅延損害金について、 -

ー から債務免除を受けており、

当該遅延損害金は、請求人の負債に

計上されない。

請求人は、令和 2年 3月16日に本

件売買代金により

に対する借入債務を弁済するととも

に、上記遅延損害金について、．． 
から債務免除を受けて

いる。

また、当該債務免除は、令和 2年

1月16日に----の担当

者力屯)---に口頭で伝えられ

ているところ、当該債務免除は、本

件不動産を任意売却することを前提

とするものであり、実際に請求人は

本件譲渡の日である令和 2年 3月16

日に債務免除を受けていることから

は、遅くとも本件

譲渡の日に債権放棄をしたといえ、

本件譲渡時の現況において債務でな

く、譲渡代金をその支払に充てる必
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る遅延損害金（別表 3順号20)

上記 1の(3)の口の（チ）の請求人の

に対する遅延損害

金は、請求人の負債として計上すべ

きである。

が本件譲渡の効

力発生前に債務免除を行う理由はな

く、債務免除についての■'.,•• の
意思としては、本件譲渡の効力発生

を前提としているところ、本件売買

契約も締結されていない令和 2年1

月16日時点で、

担当者が債務免除の意思表示をする

とは到底考えられず、そのように伝

えた事実もない。

よって、当該遅延損害金は、請求

人の負債に該当する。

また、 の債務免

除は、本件譲渡の日に行われている

が、その効力発生は、本件譲渡と同

時又は本件譲渡後であり、本件譲渡

の直前に当該債務免除の効力が発生

していたと解することはできないか

ら、本件譲渡の日である令和 2年 3

月16日に債務免除が行われているこ



原処分庁

要がないことから、上記遅延損害金

は請求人の負債に該当しない。

— 本件固定資産税等精算金（別表 2
順号18)及び固定資産税等

本件固定資産税等精算金は請求人

の資産に計上され、固定資産税等は

負債に計上されない。

以下の(2)のハのとおり、本件固定

資産税等精算金は、譲渡に係る対価

に当たるから、請求人の資産に計上

される。

また、一における固定資産税

等の納税通知書は、毎年4月上旬に

納税義務者に送付されるものである

が、固定資産税等の納税義務は、納

税通知書が納税義務者に交付される

までは抽象・的にしか確定しないとこ

ろ、本件譲渡時までに当該納税通知

書が請求人に交付されていないた

め、債務が確定しているとはいえ

ず、固定資産税等を請求人の負債に

計上することはできない。

ホ ___の請求人に対する債権及

び債務（別表2順号19及び26)

ー の請求人に対する長期借 ，．

入金及び未払金については、債権と
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審査請求人 一

請求人

とを理由に、上記遅延損害金が請求

人の負債に該当しないという原処分

庁の主張には理由がない。

二 本件固定資産税等精算金及び固定

資産税等（別表 3順号27)

本件固定資産税等精算金は請求人

の資産に計上されず、固定資産税等

が負債に計上されるべきである。

以下の(2)のハのとおり、本件固定

資産税等精算金は、譲渡に係る対価

に含まれず、請求人の資産に計上さ

れない。

また、請求人は、固定資産税等の

賦課期日である令和 2年 1月 1日に

おいて本件不動産を所有しており、

原処分庁の主張のとおり、賦課期日

後に固定資産の所有者に異動が生じ

ても、課税関係が変動しないのであ

れば、請求人は、本件譲渡時に固定

資産税等の納税義務を負っており、

納税通知書の交付の前後にかかわら

ず、請求人が納付すべき固定資産税

等の額が、請求人の負債に計上され

る。

ホ ー の請求人に対する債権及

び債務

ーの請求人に対する長期借

入金及び末払金については、債権と



原処分庁

して請求人の資産に計上すべきであ

る。

ー の本件譲渡の直前事業年

度である、令和元年12月期の決算書

には、請求人に対する長期借入金

156,483,739円及び未払金6,502,992

円が計上されており、本件譲渡後の

令和 2年12月期の決算書には、請求

人に対する長期借入金162,683,483円

及び内訳不明の未払金13,666,556円

が計上されている。

また、上記長期借入金及び未払金

の免除を受けたと思われる債務免除

益152,438,054円が、 一 の清算

時の決算書に計上されている。よっ

て、請求人は、本件譲渡時に、 一

■■lに対し、令和元年12月期の決算
書に計上されている長期借入金及び

未払金に相当する金額の債権を有し

ていたと認められる。そして、上記

ロのとおり、本件譲渡時における

ー の財務状況からも弁済不能

とは認められないことを考慮すると

当該金額が請求人の資産に計上され

る。

なお‘ --の令和元年12月期

の決算書に計上されている請求人に

対する末収入金27,670,600円及び差
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審査請求人 - ・

請求人

して請求人の資産に計上すべきでは

ない。

ーは、平成30年12月期から

令和 2年12月期までにおいて債務超

過の状態にあり、また、上記口のと

おり、本件譲渡により、本件マン

ションの管理業務を行うことはなく

なっていることからすれば、本件譲

渡後に売上げが発生する見込みはな

い。したがって、求償権と同様、上

記長期借入金及び未払金については

回収可能性はなく、その資産価値は

認められないので、請求人の資産に

計上すべきではない。



審査請求人 ■■■■■■

原処分庁 請求人

入保証金4,475,000円は、請求人の

ー に対する債務であるから、

当該金額は請求人の負債に計上され

る。

(2) 「その譲渡に係る対価が当該債務の （2) 「その譲渡に係る対価が当該債務の

弁済に充てられた」場合に該当しない

こと

次のとおり、 「その譲渡に係る対価

が請求人の債務の弁済に充てられた」

場合に該当しない。

イ 本件消費税等相当額が譲渡に係る

対価に含まれること

本件消費税等相当額は、譲渡に係

る対価に含まれる。

本件売買契約書第 1条には、売買

代金として、本件消費税等相当額を

（本件売買代

金）が記載されており、当事者間で

当該金額を売買代金として合意し、

実際に授受されていることからすれ

ば、本件消費税等相当額を含めた本

件売買代金が資産の金額として評価

すべき金額である。また、取引に係

る消費税等相当額は、そのまま納付

されるわけではなく、実際に納付す

る消費税等の額は計算方法等により

変動し、還付となることもあるな

ど、消費税等が預り金的性質を有し
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弁済に充てられた」場合に該当するこ

と

次のとおり、 「その譲渡に係る対価

が請求人の債務の弁済に充てられた」

場合に該当する。

イ 本件消費税等相当額が譲渡に係る

対価に含まれないこと

本件消費税等相当額は、譲渡に係

る対価に含まれない。

対価とは、ある給付の代償として

相手方から受けるものをいい、価値

代替物を意味するものであるが、上

記の (1)のイのとおり、消費税等相当

額は預り金的性質を有し、課税事業

者が後に納税することを予定してい

るものであることからすれば、対価

に含めることはできない。また、所

得税は、納税者の経済的利得に担税

力を見出して課税されるものである

が、上記の性質を有する消費税等相

当額から経済的利得は得られず、消

費税等相当額は、譲渡所得課税の対

象となる資産の値上がりによる増加
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ていたとしても、単なる預り金とは

その性質が異なり、取引に係る対価

の一部をなすものである。

さらに、所得税法第33条《譲渡所

得》第 1項は、譲渡所得とは「資産

の譲渡による所得」である旨規定し

ており、譲渡所得に係る総収入金額

とは、 「譲渡に際して得た対価の

額」であると解されている。そし

て、 「資産の譲渡による所得で、そ

の譲渡に係る対価が当該債務の弁済

に充てられたものとする」との所得

税法施行令第26条の規定からする

と、同規定にいう「譲渡に係る対

価」と「譲渡に際して得た対価の

額」は同義であり、 「譲渡に係る対

価」は譲渡所得に係る総収入金額に

算入される金額を指すというべきで

ある。

譲渡所得課税の対象は、資産の増

加益そのものではなく、資産の譲渡

により実現した所得であるため、譲

渡所得の金額の計算上、取引に係る

消費税等相当額も総収入金額に算入

されるべきであるし、請求人も本件

譲渡所得の申告において、消費税等

を含む本件売買代金を総収入金額の

一部として計上しているのであるか
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審査請求人 -

請求人

益でもない。

さらに、譲渡の対価という文言に

即した解釈を行えば、消費税等相当

額を譲渡の対価に含めることは、日

常用語例から極めてかい離した、違

法な拡張解釈、類推解釈といわざる

を得ない。また、本件売買契約書に

おいて、本件不動産の価額と本件消

費税等相当額は別項目で計上されて

おり、本件売買契約の当事者も本件

譲渡の対価は、本件消費税等相当額

を除いた

識していた。

であると認

なお、消費税等相当額が譲渡の対

価に含まれるとすると、例えば、納

税者が消費税等相当額を含めた譲渡

の対価と同額の債務を負っている場

合、当該譲渡の対価を全て債務の弁

済に充てなければならないことにな

るが、この場合、消費税等の納税が

困難となり、債務を弁済できたとし

ても、納税者は破綻を来すこととな

り、結論の妥当性を著しく欠くこと

になる。
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ら、当該金額が譲渡に係る対価に計

上すべき金額である。

なお、 「請求人」欄の (1)のイの主

張のとおり、消費税の納税義務は課

税資産の譲渡等の時に成立するもの

とされているが、課税資産の譲渡等

によって、直ちに消費税の納税義務

を負うわけではなく、課税期間中の

課税資産の譲渡等の対価の額を合計

した上で、これを課税標準額とする

確定申告をすることにより、その課

税期間分の納税義務が具体的に確定

するのである。以上のとおり、個別

の課税資産の譲渡等に係る抽象的な

納税義務の成立と、具体的な納税義

務の確定とを同一視することはでき

ないから、消費税の納税義務が課税

資産の譲渡等の時に成立することを

もって、消費税等相当額が譲渡に係

る対価に当たらない理由にはならな

vヽ。

審査請求人 一

請求人

ロ ーに対する弁済は■■l 口 ·~に対する弁済は請求

ー が主債務者として弁済したもの 人が連帯保証人として弁済したもの

であること

ーの からの借

入金は、 ■■■■•が 自らの口座から

弁済を行っており‘- -か

ら発行された受取証書の宛名も·■•
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であること

ーの からの借

入金は、本件譲渡に係る対価を原資

として弁済されているところ、これ

は、当該対価の一部を■■■■■名義
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1111となっていることからすると、

上記借入金は■■■-が弁済したも
のと認められる。よって、当該借入

金の弁済額は請求人の債務の弁済に

充てられた額に計上すべきではな

vヽ。 ・,

ハ 本件固定資産税等精算金及び固定

資産税等

本件固定資産税等精算金は、本件

売買契約に基づき発生したものであ

るため、譲渡に係る対価に含まれ

る。

なお、請求人は、上記イの本件消

費税等相当額と同様に、本件譲渡所

得の申告において、本件固定資産税

等精算金も総収入金額として計上し

ていた。

また、固定資産税等は、賦課期日

である毎年 1月 1日の固定資産の所
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審査請求人_ _  

請求人

の口座に送金した上で

に弁済したにすぎず、法的には請求

人が連帯保証債務の履行を行ったも

のである。また、本件譲渡を実現す

るためには、上記の(1)の口のとお

り、一の債務を被担保債権と

する根抵当権を抹消する必要があっ

た。よって、当該債務の弁済は、譲

渡に要した費用又は債務の弁済に充

てられた額のいずれかに計上される

べきである。

したがって、本件譲渡の対価を請

求人の債務の弁済に充てたことの評

価に当たっては、当該債務の弁済を

考慮すべきである。

ハ 本件固定資産税等精算金及び固定

資産税等

本件固定資産税等精算金は、不動

産の売主が固定資産税等を支払済の

場合には費用の償還として、未納の

場合には納税資金として、不動産の

買主から売主に対して交付される、

費用の前払又は費用の償還に類似す

るものであり、本件不動産の価値代

替物として授受されるものではない

から譲渡の対価に該当せず、譲渡に

係る対価に含まれない。

また、上記の(1)の二のとおり、請
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有者に対して課されるものであり、

賦課期日後に固定資産の所有者に異

動が生じても、課税関係は変動せ

ず、固定資産の譲渡人が譲受人に対

して固定資産税等相当額の求償権を

取得するものでもないから、本件固

定資産税等精算金の授受は費用の償

還に当たらない。

上記の(1)の二のとおり、固定資産

税等は負債に計上されないのである

から、債務の弁済に充てられた額に

も計上されない。

ー小括

以上からすれば、別表 5の「原処

分庁主張額」欄のとおり、本件譲渡

に係る対価の額＇~（本

件消費税等相当額及び本件固定資産

税等精算金の額を含む譲渡価額）か

ら譲渡に要した費用の額42,746,195

円及び債務の弁済に充てられた額

（請求人が主張する

連帯保証債務の額を除く金額）を差

し引いた残額___について

は、債務の弁済に充てられたとは認

められないので、本件は、 「その譲

渡に係る対価が当該債務の弁済に充

てられた」場合には当たらない。

4 当審判所の判断

(1)法令解釈等
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審査請求人＇~

請求人

求人は、本件譲渡時に本件不動産に

係る固定資産税等の納税義務を負っ

ており、固定資産税等の納税額が、

債務の弁済に充てられた額に計上さ

れる。

— 小括
以上からすれば、別表 5の「請求

人主張額」欄のとおり、本件譲渡に

係る対価の額-（本件

消費税等相当額及び本件固定資産税

等精算金の額を除く譲渡価額）から

譲渡に要した費用の額42,746,195

円、消費税等の額 -及び

債務の弁済に充てられた額

を差し引いた残高

は、マイナス---となり、

本件は、 「その譲渡に係る対価が当

該債務の弁済に充てられた」場合に

当たる。



審査請求人 一

本件非課税規定の趣旨は、強制換価等によって資産の譲渡が行われるのは、その

資産の所有者の資産状態が悪化し、当該所有者において、自己の有する資産の全部

をもってしてもその債務の全部を弁済することができないような状態に陥っている

場合が多く、このような場合に当該資産の譲渡による所得に対する課税を行っても、

その者に担税能力がないのが通常である上、個人に対しては、その最低限の生活を

保障すべき憲法上の要請があることから、これらの事情を考慮して、一定の合理的

な範囲で課税することを控え、個人の生計維持を図ったものと解される。

強制換価手続によらない資産の譲渡の場合、その所得が本件非課税規定に規定す

る非課税所得に該当するためには、本件非課税規定及び所得税法施行令第26条に規

定されているとおり、①納税者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難

であること、②強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合であること及

び③その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたことという要件（以下、こ

れらの要件を併せて「非課税要件」といい、個々の要件については、 「非課税要件

①」などという。）の全てに該当することが必要である。すなわち、任意の譲渡に

おいては、強制換価手続の執行が行われるのと同様な事情の下で行われることが、

本件非課税規定が適用される前提とされる。

そして、非課税要件①の「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」で

あることについて、基本通達9-12の2は、債務者の債務超過の状態が著しく、そ

の者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調

達することができないのみならず、近い将来においても調達できないと認められる

場合をいい、これに該当するかどうかは、当該資産を譲渡した時の現況により判定

する旨を定めているところ、この取扱いは上記本件非課税規定の趣旨に沿うもので

あり、当審判所においても相当であると認められる。

また、非課税要件③の「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたもの」

について、基本通達9-12の4は、資産の譲渡の対価（当該資産の譲渡に要した費

用がある場合には、当該費用に相当する部分を除く。）の全部が当該譲渡の時にお

いて有する債務の弁済に充てられたかどうかにより判定する旨を定めているが、資

産の譲渡の対価の一部が債務の弁済以外に流用される場合には、もはや当該譲渡は

強制換価手続の執行が行われるのと同様な事情の下で行われたとはいえないことか

ら、本件非課税規定の適用はないとするものであり、この取扱いは上記本件非課税
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規定の趣旨に沿うものであるから、当審判所においても相当であると認められる。

(2)認定事実

請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、

次の事実が認められる。

ィ ー と- の交渉等につし

（イ）一は、令和元年 5月29日から、 一 と弁済に向けた交

渉を開始し、上記 1の(3)の口の（二）の代位弁済後は、 ’■■■■'-'と交渉
を続け、当該交渉の中で、元金及び約定利息の弁済は行うが、遅延損害金の回

収を行うと本件不動産の売買に係る交渉が成立しないことになるため協力して

ほしい旨申し出た。

(n)一 は、令和 2年 1月16日、上記（イ）の申出に応じ、本件売買代

金による借入金の元金の弁済充当後に、請求人に対する遅延損害金を免除する

ことを社内で決定し、同日、その旨が__に伝えられた。

(Iヽ ）一は、令和 2年4月13日、請求人に対し、本件譲渡前からの説明の

とおり、本件売買代金から■■＇~及び___への弁済を行

た後、必要経費を支払い、本件消費税等相当額及び固定資産税等を差し引いて

も請求人の手元には資金が残る旨の連絡を行った。

ロ 本件譲渡前後の__の状況等につい

（イ）一の売上高の内訳について、令和元年12月期には、売上高11,926,840

円及び管理収入30,823,890円が計上されており、令和 2年12月期には、売上高

1,245, 77-8円及び管理収入4,422,660円が計上されていた。

なお、上記管理収入は、その全額が本件マンションの管理業務に係るもので

あるところ、令和 2年4月以降は、管理収入は発生しておらず、管理業務以外

の取引に係る売上高も、同年12月に、期首棚卸高と同額が売上高として計上さ

れた以降は発生していない。

(n) - の資産及び負債のうち、請求人に対する債権、債務については、令

和元年12月期末現在において、未収入金27,670,600円及び差入保証金4,475,000

円が資産として、長期借入金156,483,739円及び未払金6,502,992円が負債とし

てそれぞれ計上されていた。また、令和 2年12月期末現在においては、未収入

金26,160,285円が資産に、長期借入金162,683,483円が負債にそれぞれ計上され
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ている。

なお、 -の平成29年12月期から令和 2年12月期までの各期末の資産状

況は、 1億円を超える債務超過の状態が継続しており、上記の請求人に対する

債権、債務を除いても、 1,000万円を超える債務超過の状態が継続していた。

(1ヽ） 一 は、本件売買契約書第18条に基づき、本件譲渡に伴い、本件不動産

に係る管理業務を終了させた。 また、 ■■■•■は一に解散し、

に清算結了した。

ハ 令和 2年度の固定資産税等について

ーは、令和 2年度の本件不動産に係る固定資産税等の額を

（本件土地···＇~ 本件マンション---)と決定した。

なお、上記固定資産税等は、令和 2年4月17日に全額納付されている。

— 請求人の公社債等について
請求人が において保有する公社債等 （

の令和 2年3月16日現在の残高は1,480,000円であった。また、

請求人が保有する上場株式 （一 ・100株）の同日現在の価額は

89,000円であった。

(3)検討

イ 請求人が本件譲渡時において「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困

難」である場合に該当するか否か（非課税要件①の充足性）について

請求人が令和 2年 3月16日に本件譲渡によって本件買主から本件受領金の支払

を受け、本件買主に対し本件不動産を引き渡した時（上記 1の(3)の口の（卜））を

本件譲渡時として、請求人の資産及び負債の状況について、争いのある項目を以

下検討する。

（イ）本件消費税等相当額について

A 消費税法第 5条《納税義務者》第 1項及び地方税法第72条の78《地方消喪

税の納税義務者等》第 1項は、納税義務者を、課税資産の譲渡等を行った事

業者であると規定しており、法的には、事業者には消費税等を徴収、受領す

る義務もなく、消費者には消費税等を事業者に預ける義務もない。また、消

費者から事業者に対して支払われた消費税等相当額は、一旦事業者の手元で

自由に処分できる資金となるのであり、事業者が当該消贅税等相当額につき、
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過不足な く納付する義務を消費者に対する関係で負うわけではない。以上か

らすれば、消費者が事業者に対して支払う消費税等相当額は、事業者が提供

した商品やサービスに対する対価の一部としての性格を有するものと解され

る。

そうすると、消費税等相当額が預り金的性質を有しているか否かにかかわ

らず、本件譲渡により請求人が受領した本件消費税等相当額は、本件譲渡の

対価の一部であり、本件マンションの価額には、本件消費税等相当額が含ま

れる。したがって、本件消費税等相当額は、本件マンションの価額として、

請求人の資産に計上されることになる（別表4の1順号2)。

B 他方、請求人が納付すべき消費税等については、通則法第15条第 2項第 7

号が消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等の時に成立する旨規定している

が、消費税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき

税額が確定する国税には含まれておらず、その税額の確定については、申告

納税方式が採用されている。すなわち、課税資産の譲渡等に係る消費税につ

いては、課税資産の譲渡等をした時に納税義務が成立するものの、その税額

の確定は、個々の納税義務の発生の都度ではなく、課税期間ごとに、その期

間内に納税義務が成立した消費税につき確定申告を行うことによって、納付

すべき消費税額が確定するという方式が採用されている。

したがって、課税期間の中途である本件譲渡時において、本件譲渡に係る

消費税等の納付すべき税額は確定していないため、本件消費税等相当額は、

消費税等の納付すべき税額とはいえず、本件譲渡時における請求人の負債に

は計上されない（別表4の2順号11)。

(n) - の- -に対する借入金等（請求人の に対する

連帯保証債務）及びこれに係る請求人の-に対する求償権について

A 上記 1 の (3) のイの (n) のとおり、 -＇~の■|~に対する一切の

債務については、請求人が連帯保証人となっており、連帯保証債務について

は、いわゆる催告及び検索の抗弁権がないことから、主たる債務者である

ー の弁済能力にかかわらず、請求人の---に対する連帯保証

債務は請求人の負債に計上される（別表4の2順号4、5)。

なお 当該連帯保証債務のうち、 ■■■,~の---に対する遅延損
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害金に係るもの（別表4の2順号 5) については、本件債務免除がされてい

るため、更に下記（Iヽ ）においても検討する。

B 他方、請求人は、連帯保証債務の履行により--に対して同額の求償

権を取得することになるが、上記 1の（3）のイの (n)及び上記(2)の口の（イ）の

とおり、l~本件不動産から生

じており、その売上高の大半を本件不動産からの管理収入が占めているとこ

ろ、同 (n)のとおり、一は、平成29年12月期から令和 2年12月期まで、

請求人に対する債権及び債務を除いても債務超過の状態が継続しており、請

求人に対する債務を弁済できる状態になかった。また、上記(2)の口の (1ヽ）の

とおり、'·~本件譲渡に伴い、本件不動産に係る管理業務を終了さ

せており、一は、·····|~同年·＇~に清算結
了している。そうすると、本件譲渡時において、請求人は‘--に対し

求償権を行使できる見込みがなかったと認められる。

したがって、当該求償権は請求人の資産に計上すべきではない。

(Iヽ ）遅延損害金について

上記 1の(3)の口の（卜）及び同（チ）のとおり、請求人は、本件譲渡時に本件買主

から本件受領金の支払を受け、その後、本件受領金を原資に、請求人け-

＿ に対し求償債務の元金を弁済し、 ■■- は
入債務の元金を弁済し、さらにその後、請求人は

に対し借

から、 ■■＇
ーは■■■■■■•か ら各遅延損害金について本件債務免除を受けている。そ

うすると、本件債務免除は、本件譲渡後に行われたと認められ、本件譲渡時に

は当該各遅延損害金が残存していたものと認められる。

したがって、当該各遅延損害金は本件譲渡時における請求人の負債に計上す

べきである（別表4の2順号3、5)。

（二）本件固定資産税等精算金及び固定資産税等について

固定資産税等は、地方税法第343条《固定資産税の納税義務者等》第 1項の規

定により固定資産の所有者に対して課されるものであり、その賦課期日は毎年

1月 1日である（同法第359条《固定資産税の賦課期日》）ことからすると、固

定資産税等の納税義務者は、賦課期日現在において当該固定資産を所有してい

る者であると解されるところ、同日後に当該固定資産の所有者に異動が生じた

-22 -



審査請求人＇~

からといって課税関係に変動が生じるものではなく、同日後に当該固定資産の

所有者となった者が納税義務を負うことはないから、当該固定資産の売買の当

事者間において売買後の期間に対応する固定資産税等、すなわち未経過分の固

定資産税等相当額が授受されたとしても、買主において当該未経過分の固定資

産税等相当額について地方税法上の固定資産税等の納税義務に伴う負担とみる

ことはできない。

そうすると、請求人が受領した本件固定資産税等精算金は、本件不動産に対

して賦課される令和 2年度の固定資産税等のうち、本件譲渡の日以降に相当す

る部分について、買主が負担する旨の本件売買契約書第12条の定めに基づくも

のであり、その授受は、当該定めにより請求人と本件買主との間に生じる債権

債務関係に基づいて固定資産税等の相当額が売買当事者間でされたものであっ

て、法律上、他人が負担すべき税金の立替分を精算するという実質を有しない

から、本件譲渡における売買条件の一つにほかならない。以上からすれば、本

件固定資産税等精算金は、本件不動産の譲渡対価の一部であり、請求人の資産

に計上される（別表4の1順号18)。

他方、上記のとおり、固定資産税等は、賦課期日現在における固定資産の所

有者に課されるものである。請求人は、賦課期日である令和 2年 1月 1日にお

いて本件不動産の所有者であり、本件譲渡時において、本件不動産に係る令和

2年度の固定資産税等の納税義務を負っている。そして、上記（2）のハのとおり、

本件不動産に係る令和 2年度の固定資産税等は、-＇（本件土地一

・本件マンション一）である。

したがって、令和 2年度の本件不動産に係る固定資産税等 は、請

求人の負債に計上される（別表4の2順号10)。

（ホ）一の請求人に対する債権（未収入金及び差入保証金）及び債務（長期

借入金及び末払金）について

上記(2)の口の (n)のとおり、令和元年12月期末における__の資産及び

負債には、請求人に対する未収入金及び差入保証金の各資産並びに長期借入金

及び未払金の各負債が計上されており、令和 2年12月期末においても未収入金

及び長期借入金が計上されているところ、令和元年12月期末から本件譲渡時ま

での間に、上記■■＇~の請求人に対する債権及び債務が変動したことを示す
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証拠もないことからすれば、本件譲渡時における■＇~の請求人に対する債

権及び債務は、令和元年12月期末と同様の状況であったと推認され、請求人の

負債及び資産にそれぞれ計上されると考えられる。

しかしながら、令和元年12月期末における＇~の未収入金27,670,600 円

及び差入保証金4,475,000円の各資産の合計金額32,145,600円は、同期末の長期

借入金156,483,739円及び未払金6,502,992円の各負債の合計金額162,986,731円

を下回るから‘ --の請求人に対する債権の金額は、これらについて相殺

処理をすることによって零になる。また、上記長期借入金及び末払金の各負債

の合計金額から上記各資産の合計金額を控除した額については、上記 (n)のBの

とおり、請求人は一から回収する見込みがないと考えられるため、請求

人の資産に計上するのは相当ではない。

（へ）その他の資産及び負債について

本件譲渡時において、請求人には上記（イ）から（ホ）まで以外に、別表4の資産

及び負債の各内訳のとおり、資産及び負債があったと認められ、それぞれの金

額は、同表の「金額」欄のとおりである。

（卜）小括

A 上記（イ）から（へ）で検討した各事項を考慮すると、本件譲渡時における請求

人の資産及び負債の状況は別表4のとおりであり、請求人は本件譲渡時にお

いて、 47,052,127円( -■--)の債務超過の状
態であったと認められる。

なお、上記(2)の二のとおり、請求人が

有する公社債等 （

において保

の令和 2年 3月16日現

在の残高は1,480,000円であるから、同額が別表 4 の 1 順号10の公社債等 （~

（口座番号■~） ）の金額となる。また、上記 (2)

の二のとおり、請求人が保有する上場株式 （ ）の令和 2

年 3月16日現在の価額は89,000円であるから、同額が別表 4の1順号14上場

株式 （■■■■|~ の金額となる 。

B その一方で、上記(2)のイのとおり‘- -が、本件譲渡に当たり、本

件債務免除を求め交渉を行った結果、____は本件譲渡前に社内

で、本件売買代金による借入金の元金の弁済充当後に本件債務免除を決定し
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たことに加え、上記 1の(3)の口の（チ）のとおり、実際に本件譲渡直後に本件

債務免除がなされていることからすると、本件譲渡は、本件債務免除を前提

とした取引であり、本件譲渡時、その直後に本件債務免除がされることが予

定されていた。そして、本件債務免除により遅延損害金債務が消滅すれば、

請求人の資産の金額は、負債の金額を73,977,774円上回ることになる。

したがって、請求人は、本件譲渡時において、債務超過の状態にあったも

のの、本件売買代金により借入金の元金を弁済することに伴い、本件債務免

除によって遅延損害金債務が消滅し、その結果、請求人の資力が回復するこ

とが見込まれていたのであるから、債務者の債務超過の状態が著しく、その

者の信用、オ能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金

を調達することができないのみならず、近い将来においても調達できないと

認められる場合には該当せず、 「資力を喪失して債務を弁済することが著し

く困難」であったとまで評価することはできないというべきである。

ロ 「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」場合に該当するか否か

（非課税要件③の充足性）について

上記イで説示したところによると、本件においては、本件譲渡による所得は、

非課税要件①の要件を充たさないことから、同所得は本件非課税規定に規定する

非課税所得に該当しないことになるところ、念のため、非課税要件③の充足性に

ついても検討する。

（イ）譲渡に係る対価について

上記イの（イ）のA及び同（二）において説示したとおり、消費税等相当額は本件マ

ンションの譲渡の対価の一部であり、本件固定資産税等精算金は本件不動産の

譲渡対価の一部であるから、譲渡に係る対価の額は、別表 5の「審判所認定額」

欄のとおり-'となる。

(n)債務の弁済に充てるべき譲渡の対価の額及び債務の弁済に充てられた額につ

vヽて

A 上記イの（イ）のBのとおり、本件消費税等相当額については、本件譲渡時に

おいて、消費税等の納付すべき税額は確定していないため、請求人の債務の

弁済に充てられた額には計上されない。

もっとも、請求人は、上記 1の(4)のイのとおり、消費税等の合計額を
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とする確定申告書を法定申告期限内に提出しており、当該合計

額を実際に納付しているところ、上記(1)の本件非課税規定の趣旨を考慮する

と、消費税等のように、法律上の支払義務があり、かつ、同支払義務に基づ

いて実際に支出された金額については、債務の弁済に充てるべき譲渡に係る

対価の額から控除するのが相当である。

したがって、本件においては、本件譲渡に係る消費税等相当額のうち、請

求人が実際に納付した一については、別表 5の3の「審判所認定

額」欄のとおり、請求人の債務の弁済に充てるべき譲渡の対価の額に含まれ

ない金額として、これを本件譲渡に係る対価の額から控除することとする。

B 令和 2年度の本件不動産に係る固定資産税等は、上記（2）のハのとおり、令

和2年4月17日に全額納付されているところ、上記イの（二）のとおり、上記固

定資産税等は、請求人の負債に計上されるものであるから、本件においては、

令和2年度の本件不動産に係る固定資産税等■--は、別表 5の5の
(6)の「審判所認定額」欄のとおり、請求人の債務の弁済に充てられた額に計

上されることになる。

c ―の■■■■•~に対する借入債務については、上記 1 の (3) の口の

（チ）のとおり、■■■■・名義での弁済がなされているものの、当該弁済の原資
は、本件譲渡の対価から出捐されており、当該弁済によって請求人の一

ーに対する連帯保証債務も消滅したから、当該弁済に係る金額は請求人

の債務の弁済に充てられた額として評価するのが相当である。

したがって、 ■,~の---に対する借入債務の弁済に充てられ

た__のうち本件譲渡の対価から出捐した一は、別表 5

の5の(5)の「審判所認定額」欄のとおり、請求人の債務の弁済に充てられた

額に計上される。

(,ヽ）小括

以上のことから、譲渡に係る対価の額、債務の弁済に充てるべき譲渡の対価

の額及び債務の弁済に充てられた額は、別表 5の「審判所認定額」欄のとおり

であり、当該債務の弁済に充てるべき譲渡の対価の額が債務の弁済に充てられ

た額を- -上回るのであるから、本件譲渡に係る対価の全部が債務の

弁済に充てられたとはいえない。
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ハ 本件譲渡所得は本件非課税規定の非課税所得に該当するか否かについて

上記イに説示したとおり、本件譲渡に係る所得については、 「納税者が資力を

喪失して債務を弁済することが著しく困難であること」 （非課税要件①）に該当

しないのみならず、上記口に説示したとおり、 「その譲渡に係る対価が債務の弁

済に充てられたこと」 （非課税要件③）にも該当しないから、本件非課税規定に

規定する非課税所得に該当しないといわざるを得ない。

二 請求人の主張について

（イ）請求人は、上記 3の「請求人」欄の（1）のイのとおり、資産の譲渡等に伴い消

費者から支払を受ける消費税等相当額は、預り金としての性質を有しており、

本件譲渡時における本件マンションの価額には、本件消費税等相当額は含まれ

ない旨主張する。

しかしながら、上記イの（イ）のAのとおり、消費税等相当額が預り金的性質を

有しているか否かにかかわらず、本件消費税等相当額は、請求人の資産に含ま

れるのであるから、請求人の主張には理由がない。

(JJ）また、請求人は、上記 3の「請求人」欄の（2）のイのとおり、消費税等相当額

は資産の増加益に該当せず、消費税等相当額から経済的利得は得られない旨主

張する。

しかしながら、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得（所得税法第33条第 1

項）であるところ、資産の譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりそ

の資産の所有者に帰属する増加益（キャピタルゲイン）を所得として、その資

産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを精算して課税する

趣旨のものであり、売買等によりその資産の移転が対価の受入れを伴うときは、

その資産の増加益は対価のうちに具体化されるので、これを課税の対象として

捉えたものである。そして、上記イの（イ）のAのとおり、本件消費税等相当額は、

本件譲渡の対価の一部であるため、増加益として譲渡所得課税の対象となる。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

(Iヽ ）請求人は、上記 3の「請求人」欄の（2）のハのとおり、本件固定資産税等精算

金については、不動産の買主から売主に対して交付される、費用の前払又は費

用の償還に類似するものであり、本件不動産の価値代替物として授受されるも

のではないから譲渡の対価に該当せず、本件譲渡に係る対価に含まれない旨主
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張する。

しかしながら、上記イの（二）のとおり、本件固定資産税等精算金は、本件不動

産の売買に伴って授受されたものであり、本件不動産の譲渡対価の一部に含ま

れるのであるから、請求人の主張には理由がない。

(4)本件更正処分の適法性について

上記(3)のとおり、本件譲渡に係る譲渡所得は、本件非課税規定に規定する非課税

所得に該当しない。そこで、請求人の令和 2年分の所得税等の分離長期譲渡所得の

金額及び納付すべき税額を計算すると、本件更正処分の金額と同額となる。また、

本件更正処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された

証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は見当たらない。

したがって、本件更正処分は適法である。

(5)本件賦課決定処分の適法性について

本件更正処分は、上記(4)のとおり適法であり、また、本件更正処分により納付す

べき税額の計算の基礎となった事実が本件更正処分前の税額の計算の基礎とされて

いなかったことについて、通則法第65条（令和 4年法律第4号及び令和 5年法律第

3号による改正前のもの。） 《過少申告加算税》第4項第 1号に規定する正当な理

由があると認められない。そして、当審判所においても、令和 2年分の所得税等に

係る過少申告加算税の額は、本件賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額

であると認められる。

したがって、本件賦課決定処分は適法である。

(6)結論

よって、審査請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり裁

決する。
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別表 1

審査請求に至る経緯
（単位：円）

確定申告 更正処分等

年 月

総 所 得 金 額

不 動 産 所 得 の 金 額

給 与 所 得 の 金 額

:1雑 所 得 の 金 額

時 所 得 の 金 額

純 損 失 の 繰 越 控 除 額

分 離 長 期 頷 渡 所 得 の 金 額

．，上 場 株 式 等 の 譲 渡 所 得 の 金 額

所 得 税 等 の 納 付 す ベ き 税 額

過 少 申 告 加 算 税 の 額

翌年以後に繰り越される純損失の金額

翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額

（注） 1 
2 各所得金額欄のかつこ書きは、 所得税法第69粂 《損益通算》第1項の規定による損益通算前の金額である。
3 「一時所得の金額J欄は、所得税法第22条《課税標準》第2項第2号の規定による 2分の 1に相当する金額である。
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別表2

本件譲渡時における請求人の資産及び負債の状況（原処分庁主張額）

順号1
項目 場所等

土地 （本件土地）

2 I 建物 （本件マンション）

3 I 現金 弁護士預け金 18,390,473 

4 I 預貯金 168,463 

5 I 預貯金 同上 4,402,593 

6 I 預貯金 1,492 

7 I 預貯金 31, 156 

8 1 預貯金 2,586 

9 I 預貯金 3 

資 IIO I 公社債等 l, 800,000 

産 I11 I 公社債等 49,010 

12 I 公社債等 9,380 

13 I 公社債等 69,200 

14 I 上場株式 100株 67,500 

15 I 上場株式 200株 316,000 

16 I 外国株式 8,000株 833,560 

11 I 外国株式 2,000株 330,480 

18 l 末収金等 本件固定資産税等精算金

19 I 債権等

資産の額の合計額

20 I預り敷金・保証金

21 I 借入金等

芦
金等

cl負 金等 （本件司法書士報酬） 150,000 

債 I24 I 末：払金等 （本件仲介手数料） 27,940,000 

25 I 未払金等 貨料等精算金 3,599,255 

26 I 未払金等 一 32,145,600 

゜負債の額の合計額
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別表3

本件譲渡時における請求人の資産及び負債の状況（請求人主張額）

順号1 項目 I 場所等

I I 

土地 （本件土地）

2 I 建物 （本件マンション）

3 I 現金 弁護士預け金 18,390,473 

4 I 預貯金 168,463 

5 I 預貯金 i同J:: 4,402,593 

6 I 預貯金 1,492 

7 I 預貯金 31,156 

8 l 預貯金 2,586 

資 I9 I 預貯金 3 

産 I10 I 公社債等 I, 800,000 

11 I 公社債等 49,010 

12 I 公社債等 9,380 

13 I 公社債等 69,200 

14 I 上湯株式 100株 67,500 

15 I 上場株式 316,000 

16 l 外国株式 8,000株 833,560 

1 7 l 外国株式 2,000株 I 330,480 

資産の額の合計額

18 I預り敷金・保証金

19 I 借入金等

20 I 借入金等

21 I 借入金等 （借入金）

22 借入金等 同上（遅延損害金） | 21, 744, 3461 

゜負
23 未払金等 本件法律事務所（本件弁護士報酬） | 2,000,000 

債

24 末払金等 （本件司法書士報酬） I 150,000 

25 末払金等 （本件仲介手数料） I 27,940,000 

26 I 未払金等 賃料等精算金 | 3,599,255 

27 l 末払金等 固定資産税等

負債の額の合計額
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別表4

本件譲渡時における請求人の資産及び負債の状況（審判所認定額）

1 資産の内訳

（単位：円）

順1号1

項目

- 一土地

2 I 建物

3 I 現金 18,390,473 

4 I 預貯金 168,463 

5 I 預貯金 4,402,593 

6 I 預貯金 I, 492 

7 I 預貯金 31,156 

8 | 預貯金 2,586 

9 I 預貯金 3 

10 I 公社債等 1,480,000 

11 I 公社債等 49,010 

12 I 公社債等 9,380 

13 I 公社債等 69,200 

14 I 上場株式 100株 89,000 

15 I 上場株式 200株 316,000 

16 I 外国株式 8,000株 833,560 

17 I 外国株式 2,000株 330,480 

18 I 未収金等 1本件固定資産税等精算金

資産の額の合計額
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2 負債の内訳

順号 種目

1 預り敷金・保証金

2 I 借入金等

3 I 借入金等

4 I 連帯保証

5 I 連帯保証

6 I 末払金等

7 I 未払金等

8 l 未払金等

9 I 未払金等

10 I 未払金等

11 I 未払金等

賃料等精算金

固定資産税等

消費税等

負債の額の合計額

-33 -

審査請求人 -

（単位：円）

金額

21,744,346 

2,000,000 

150,000 

27,940,000 

3,599,255 



別表5

債務の弁済状況

1 譲渡に係る対価

(I) 土地代金

(2) 建物代金

(3) 固定資産税等精算金

2 譲渡に要した費用 (1から控除する額）

(l) 登記費用

(2) 弁護士費用

(3) 仲介手数料

(4) 預り敷金等

(5) 賃料等精算金

3 その他 (4に含まれない額）

消費税等

4 債務の弁済に充てるべき譲渡の対価の額（ 1-2-3)

5 債務の弁済に充てられた額

(6) 固定資産税等

6 差引残高 (4-5) 

（注） 「6 差引残高」欄の△印は損失金額を示す。
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150,000 

2,000,000 

27,940,000 
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審査請求人＇~

42,746,195 42,746,195 

150,000 150,000 

2,000,000 2,000,000 

27,940,000 27,940,000 

9,056,940 9,056,940 

3,599,255 3,599,255 
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別紙 1

関係法令等

1 所得税法（令和 3年法律第11号による改正前のもの。以下同じ。）第 9条第 1項第10

号（以下「本件非課税規定」という。）は、資力を喪失して債務を弁済することが著し

く困難である場合における国税通則法（以下「通則法」という。）第2条《定義》第10

号に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして

政令で定める所得については、所得税を課さない旨規定している。

2 通則法第2条第10号は、この法律において、強制換価手続とは、滞納処分、強制執行、

担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう旨規定している。

3 所得税法施行令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》は、本件非課税規

定に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難で

あり、かつ、通則法第 2条第10号に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認め

られる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に

充てられたものとする旨規定している。

4 所得税基本通達（以下「基本通達」という。） 9-12の2《「資力を喪失して債務を

弁済することが著しく困難」である場合の意義》は、本件非課税規定及び所得税法施行

令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合と

は、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその

・債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来にお

いても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、

これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する旨定めている。

5 基本通達9-12の4 《譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定》は、所得

税法施行令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」か

どうかは、同条に規定する資産の譲渡の対価（当該資産の譲渡に要した費用がある場合

には、当該費用に相当する部分を除く。 ）の全部が当該譲渡の時において有する債務の

弁済に充てられたかどうかにより判定する旨定めている。
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別紙2

本件売買契約書の要旨（抜粋）

第 1条《売買の目的物及び売買代金》

請求人は、本件買主に対し、本件不動産を売買代金'’’-'ぐ売り渡し、本

件買主はこれを買い受けた。本件売買代金の内訳は、それぞれ本件土地・+A-

円、本件マンションを

第2条《手付金》

、消費税等の合計額を- とする。

本件買主は、請求人に対し、手付金として、本件売買契約の締結と同時に金

を請求人指定の口座に振り込む方法により支払う。

第 3条《売買代金の支払時期及びその方法》

本件買主は、令和 2年 3月16日までに本件不動産の引渡し及び所有権移転登記申請手

続に必要な書類の交付を受けるのと引換えに、請求人に対し、本件売買代金から上記第

2条の手付金を差し引いた金- 'を請求人指定の口座に振り込む方法によ

り支払う。

第6条《所有権移転の時期》

本件不動産の所有権は、本件買主が売買代金の全額を支払い、請求人がこれを受領し

た時に、請求人から本件買主に移転する。

第 7条《引渡し並びに所有権移転登記手続》

請求人は、上記第 3条に基づく本件売買代金全額の支払を受けるのと引換えに、本

件買主に対し、本件不動産の引渡し及び所有権移転登記申請手続を行うものとする。

第 12条《公租公課の分担》

1 本件不動産に対して賦課される固定資産税等は、引渡日の前日までの分を請求人

が、引渡日以降の分を本件買主がそれぞれ負担する。

3 固定資産税等の分担金の精算は、第 7条に基づく引渡時に令和元年度の固定資産

税等の年税額に基づき精算を行い、請求人宛に送達される令和 2年度の固定資産税

等の年税額と差異が生じたとしても再精算は行わないものとする。

4 本件買主は、本件マンシ ョンに関する固定資産税等負担額については、当該負担

額に係る消費税等の合計額を合算した額を、請求人に支払うものとする。

第 13条《収益の帰属・負担金の分担》
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審査請求人 ＇~

本件不動産から生ずる収益の帰属並びに管理料などの各種費用及び負担金（税込み）

の分担については、上記第12条第1項及び第 3項を準用する。

第 17条《敷金及び保証金の引継ぎ》

請求人は、本件売買契約の締結日現在における賃借人からの預かり保管中の敷金及び

保証金の合計金額9,056,940円を本件買主に交付し、本件買主は賃借人に対する敷金及

び保証金の返還債務を承継する。

第 18条《管理委託契約の解約》

請求人は、自己の責任と負担において、上記第 7条に基づく本件不動産の引渡日まで

に本件不動産の管理業務に関し・・・l・し：の間で平成27年 1月 1日付で締結している

管理業務委託契約を解約するものとする。

第23条《売却許可及び抵当権等の抹消についての特約》

本件売買契約は、令和2年2月 17日までに-及び

本件不動産の売却許可及び抵当権等の抹消の同意が得られることを条件とする。
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